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（別紙２） 

 

コンソーシアム加入者募集要項 
 

 「クラウドテストベッドコンソーシアム」加入者を以下のとおり募集致します。 

 

１ 対象となる者 

（１）中小企業（資本金３億円以下又は従業員３００人以下のいずれか一方の基準を

満たす企業） 

（２）中小企業によるクラウドサービスの開発を促進するプラットフォームを提供す

る民間法人（法律に基づき設立された法人及び非営利団体を含む） 

（３）上記（１）、（２）の民間法人により構成された連携主体（コンソーシアムに係

る事務の処理をその代表となる民間法人に委任して実施することを約した複

数の民間法人をいう） 

 

２ 提供メニュー 

  次の①、②のメニューのうち利用したいメニューを選択して加入申請書（別紙３）

に記入願います。 

 ①JGN-X 仮想マシンの割当て 

  次に示す仮想マシンの標準仕様で換算した必要数量（提供数）、提供期間、統

計データベースの利用希望について記入願います。 

  →仮想マシンの標準仕様（１セットあたり） 

    ・メモリ ： ～２ＧＢ 

    ・ディスク容量 ： ～８０ＧＢ 

    ・ＣＰＵ ： 仮想１core 

    ・ネットワーク ： 100Mbps 共用回線 

    ・仮想化方式 ： ハイパーバイザー型 

・グローバル IP アドレス ： IPv4 アドレス × ２ 

・提供ＯＳ ： centOS x86_64（ゲスト OS は利用者負担で追加可能） 

・データ転送量 ： 無制限（研究開発業務の状況により制限あり） 

    ・管理者権限 ： root 権限付与 

    ・リモートログイン ： SSH 

  →提供期間は、平成２３年１１月～平成２４年３月の間で、原則１週間単位と

します。 

   （記入例：平成 23 年 11 月～（2週間）、平成 23 年 11 月～平成 24 年 2 月） 

  →統計データベースの利用の有無を記入願います。 

   →仮想マシンの提供条件は、申請時の事業概要や他の申請状況を勘案して申請

した加入者と調整の上、決定します。 

 ②NICT 情報通信ベンチャー支援センターが主催するマッチング機会への参加 

   マッチング先の希望等があれば加入申請書に記入願います。 

 

３ 加入者数 

  １００者程度 

  ただし、上記２①は、JGN-Xの利用状況を勘案して決定するため、当面は１０～

２０者程度が対象となる見込みです。 

  割当てに関する詳細については、別途加入者にお知らせ致します。 
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４ 申請方法 

  指定の加入申請書に必要事項をご記入いただき、下記提出先へ電子メールで送付

願います。件名欄の冒頭には、「JGN-X 応募」と記してください。 

「クラウドテストベッドコンソーシアム」加入申請書（別紙３） 

 提出先：クラウドテストベッドコンソーシアム事務局 

（株式会社三菱総合研究所 内） 

  メール：venture-cloud_support@ml.soumu.go.jp 

  期 限：平成２３年１０月３１日（月）１７：００（必着） 

 

５ 仮想マシンの割当て 

（１）上記２①に関して、JGN-X から割り当てられた仮想マシンのセット数を上回

った場合は、申請時の事業概要等に基づき割り当てる者を選考します。 

（２）仮想マシンを割当てる者には、申請時に登録のあったメールアドレス宛に仮

想マシンの仕様及び使用開始時期をお知らせ致します。 

 （３）上記（１）で割り当てられなかった者に対しては、追加で JGN-X の仮想マシ

ンが準備でき次第、割当てを行います。その連絡は上記（２）と同様に行いま

す。 

 

６ 加入にあたっての留意事項 

（１）コンソーシアム加入者（以下、「加入者」という。）に対して、後日送付する

「クラウドテストベッドコンソーシアム規約」に同意していただきます。 

（２）コンソーシアムへの参加費用はかかりません。 

ただし、ブロードバンドにてインターネットに接続できる環境は、加入者側

で負担していただきます。また、コンソーシアムが提供するメニューの他に必

要なソフトウェア等についても加入者側で負担していただきます。 

（３）総務省、NICT、NSTAC 及び事務局は、加入者に対し、開発費への助成や報告

のための費用は支払いません。 

 （４）JGN-X 上では営利目的の事業活動が行えません。JGN-X 上で開発したサービ

スは、JGN-X 外のネットワークに移管していただきます。移管は加入者の責任

で行うこととし、総務省、NICT、NSTAC 及び事務局は移管で生じる一切の費用

は支払いません。 

（５）総務省、NICT、NSTAC 及び事務局は、加入者が、コンソーシアムが提供する

メニューを利用することにより生じた損害について、いかなる責任も負いませ

ん。 

（６）申請書は、総務省、NICT、NSTAC 及び事務局以外に開示しません。取得した

個人情報及び企業情報については、仮想マシンの割当て選考のために利用しま

す。また、特定の個人や企業等を特定できない状態に加工した資料等に利用す

ることがあります。提供いただいた個人情報及び企業情報は、これらの利用目

的以外で利用することはありません。 

 （７）加入者には、事業終了後、事務局アンケート（JGN-X 上の VPS 機能、統計情

報 API の使い勝手、今後拡充すべき統計情報など）のほか、特許等の取得状況

及び事業化状況調査について、御協力を頂く場合があります。 

  


